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４．電子商取引等の促進 

 

＜目標＞ 

2003 年における事業者間（BtoB）及び事業者・消費者間（BtoC）取引の市場規模が、

それぞれの予測値である 70 兆円程度（1998 年の約 10 倍）、3兆円程度（1998 年の約

50 倍）を大幅に上回ることを目指す。 

 

（１）現状と課題 
 

 インターネット等高度情報通信ネットワークの急速な普及は、個人の生活様式、

社会・経済活動、行政の在り方等広範な分野において大きな変革をもたらしつつ

ある。特に、産業経済面においては、IT 関連分野における新しい産業の誕生・成

長のほか、取引形態・小売形態などの既存の経済活動の在り方にも大きなインパ

クトを与えつつあるものと考えられる。 

 一方、我が国の電子商取引の現状を見ると、近年急速に拡大してきているもの

の、例えば、BtoB 市場の電子商取引化率（商取引額全体に対する電子商取引額の

比率）は米国 4.9％に対して我が国は 3.8％、BtoC 市場のそれは米国の 1.37％に

対して我が国は 0.21％と、依然、低いレベルにとどまっている。 

 この背景としては我が国の情報通信ネットワークの普及の遅れに加え、社会の

IT 化に対応した規制改革やルール整備の遅れが指摘されている。 

 今後、電子商取引を促進することにより、ユーザの利便性の向上、生産・流通

の効率化、新規産業の創出等を通じ経済が活性化することが期待されるが、この

ためには規制の見直しや新たなルールの整備、更には、ユーザ・消費者の信頼感

を醸成するための施策等を迅速かつ集中的に講じていく必要がある。 
 

＜電子商取引市場に関する主要指標（2000 年）＞ 

 電子商取引市場規模 年間成長率 電子商取引化率 

B to B 市場 22 兆円 60％ 3.8％ 

B to C 市場 8,240 億円 145％ 0.25％ 

 

（２）施策の意義 
 

 インターネット上での電子商取引は、①誰でも参加できる、②民間主導で市場

が形成される、③スピードが速い、④国境のない市場が形成されるなどのサイバ

ー空間の特徴をもち、紙ベースで行われていた取引が電子化されることによる利

点にとどまらず、eマーケットプレイス1（BtoB）やネットオークション市場2（CtoC）

                                                 
1 e マーケットプレイス：複数の売り手（販売側）と買い手（調達側）で、財・サービスの交換を行うインター

ネット上での取引の場。（インターネット取引所ともいわれてる。）調達側のコストの削減と販売側の機会増加



31 

といったこれまで想像もできなかったような市場が形成され、新たな取引形態が

生まれると考えられる。 

 そのためには、誰もが安心して電子商取引に参加できるための新たなルールを

整備し、利用者の要求の変化に柔軟に対応するための制度改革を実現する必要が

ある。また、消費者や事業者など、電子商取引の参加者への障壁を取り除くとと

もに、取引の透明性の確保や不正への的確な対処など、参加者の信頼を得るため

の方策も検討する必要がある。 

 さらに、コンテンツ取引の適正化を図るとともに、ドメイン名利用の適正化や

知的財産権の適正な保護及び利用を促進する必要がある。 

加えて、電子商取引は、国境を越えたグローバルな取引をも容易に可能とする

ことから、国際的に整合性を持ったルール整備を行うことも重要である。 

  

（３）具体的施策 

 

① 規制の見直し 

 

 インターネット上の取引・事業を制約する各種規制を改革し、民間における自

由で多様な経済活動を促進する環境を整備する。また、企業の迅速な意思決定を

可能とするための商法改正を行う。さらに、「行政機関による法令適用事前確認

手続」を導入するとともに、電子商取引に係る独占禁止法ガイドラインの策定も

視野に入れた同法上の考え方の明確化を図る。 

 

ア）電子商取引等を阻害する規制の改革 

 

 民間における電子商取引を促進する環境を整備するため、既に整備された民間

同士の書面交付義務に関する規制を見直す法律に加え、対面行為、事務所の必置

その他の電子商取引を阻害する規制についても、下記のとおり早急に見直すなど、

2001 年 3 月末までに策定される「規制改革推進 3か年計画」に基づき見直す。 

 

ⅰ）2001 年中に、企業にとって重要な資金調達手段である CP3の完全ペーパーレ

ス化のための「社債等の振替決済に関する法律案」（仮称）を国会に提出する

など、所要の制度整備を行う。（金融庁） 

 

                                                                                                                                                        
という双方のメリットが享受出来るため、企業間電子商取引の中で特に重視されている。 

2 ネットオークション市場：オークションの場をインターネット上で実現したもの。 
ホームページ上で紹介された商品に希望購入価格を書き込んで入札し、締切期限までに一番高い金額をつけた
人が落札する仕組みを使って行う電子商取引市場のこと。 

3 CP：企業や金融機関などが公開市場で短期運転資金調達を目的として振り出す単名の無担保約束手形（コマー
シャルペーパー） 
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ⅱ）2001 年中に、社債等登録法、株券等の保管及び振替に関する法律の見直し等

統一的なシステムでの証券取引決済を可能とするための「社債等の振替決済に

関する法律案」（仮称）及び「株券等の保管及び振替に関する法律等の一部を

改正する法律案」（仮称）を国会に提出するなど、所要の制度整備を行う。（金

融庁） 

 

ⅲ）2001 年中に、インターネットによる保険販売に係る認可基準を明確化する。

（金融庁） 

 

ⅳ）2001 年中に、インターネット等での損害保険募集において、派遣社員等が活

用できるよう、社員の雇用形態の見直しを行う。（金融庁） 

 

ⅴ）2001 年度中のできるだけ早い時期までに、インターネット上での懸賞関連規

制に係る独占禁止法上の考え方を明確化する。（公正取引委員会） 

 

ⅵ）2001 年度中に、現時点において薬局等で販売されている医薬品について、カ

タログ販売が可能な医薬品の範囲に追加できるものがあるか否かについて、こ

れまでの基準に従い、改めてその販売範囲を検討する。（厚生労働省） 

 

ⅶ）2001 年度から、専らインターネットのみにより職業紹介を行う場合は、事業

所面積に係る要件を撤廃する。（厚生労働省） 

 

ⅷ）2001 年度中に、電子機器を活用してより低廉な費用で不動産特定共同事業が

活用されるよう書面交付手続等における電子機器の活用形態の明確化につい

て、検討を行う。（国土交通省） 

 

イ）商法の見直し（法務省） 

 

株主総会の招集通知、議決権行使等についてインターネットの利用が 2002 年

の株主総会で可能となるよう所要の商法改正を行うことにより、株主総会開催の

コスト削減、株主による議決権行使の円滑化等を図る。 

また、株主総会と取締役会の権限配分の見直し、純資産額規制及び出資単位規

制の見直し、トラッキング・ストック（部門・子会社業績連動配当型株式）4の発

行のための制度整備等を含む商法の抜本改正を 2002 年の通常国会までに行うこ

とにより、企業が迅速・機動的な意思決定、多様な資金調達等をできるようにす

                                                 
4 トラッキング・ストック（部門・子会社業績連動配当型株式）：企業が特定の事業や子会社を対象に発行する株
式の総称で、配当は対象事業の業績に連動する。 
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る。 

 

ウ）「行政機関による法令適用事前確認手続」の導入（総務省及び関係府省） 

 

IT 化の進展に伴い、サイバー空間における新たなビジネスに対して、既存の法

令の適用関係が不明確となるケースが多々生じ、IT を活用した新たなビジネスの

展開の阻害要因となりかねない状況にある。 

こうした状況に対応するために、IT 革命の到来の中で、民間企業の事業活動が

迅速かつ公平に行われることを視野に入れて、2001 年 3 月に策定された指針に則

り、「行政機関による法令適用事前確認手続」を導入する。 

 

エ）独占禁止法ガイドラインの整備（公正取引委員会） 

 

 対消費者電子商取引（BtoC）に関して、消費者保護の観点から電子商取引上の

表示に対する景品表示法上の対応や消費者に分かりやすい表示の在り方につい

て「消費者向け電子商取引への公正取引委員会の対応について－広告表示問題を

中心に－」を 2001 年１月に公表したところであるが、2001 年中に電子商取引の

実態を適宜把握し、必要に応じて見直しを行う。 

 

② 新たなルールの整備 

 

電子商取引の発展や情報流通の円滑な促進を図るために、電子商取引の特質に

応じたルールや情報化社会の基本ルールの整備を行う。併せて、我が国の経済社

会活動を支えるにふさわしい法的基盤の整備を図るため、刑事法制の見直しも行

う。 

 

ア）電子契約､情報財契約5のルール（経済産業省） 

 

郵便を前提としていた隔地者間の契約成立時期の見直しや消費者の真意に反

する契約申込み等への対応など､関係者が安心して電子商取引に参加するために

必要なルールの整備を行う。 

 

ⅰ）2001 年中に､インターネット等の情報通信の手段を用いる場合の隔地者間の

契約の成立時期などについて、民法が定める民事ルールを見直し、電子商取引

の円滑化を図るための法案として、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関す

る民法の特例に関する法律案」を国会に提出するなど、所要の制度整備を行う。 

                                                 
5 情報財契約：ソフトウェアやデジタルコンテンツなどの情報財についての取引契約。 
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ⅱ）2001 年中に､プログラム取引における利用者保護措置を定める「特定電子商

取引の円滑化に関する法律案」（仮称）を国会に提出するなど、所要の制度整

備を行う。 

 

イ）インターネットサービスプロバイダー等の責任ルール（総務省） 

 

インターネット上の情報流通に関して、ウェブページ等への情報掲載による他

人の権利利益の侵害に､プロバイダー等が迅速かつ適切な対応が行えるよう責任

を明確化するとともに、携帯電話の利用者保護のため､必要なルールの整備を行

う。 

このため、「特定電気通信による情報の流通の適正化及び円滑化に関する法律

案」（仮称）を 2001 年中に国会に提出する。また､携帯電話上のサイトに関し、

違法・有害情報の排除、個人情報保護等に向けた新たなルールの導入を 2001 年

度から開始する。 

 

ウ）刑事法制の見直し（法務省） 

 

＜後掲（６．高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保）＞ 

 

③ 知的財産権の適正な保護及び利用 

 

良質の情報財が十分に供給されかつ利用される IT 社会の実現のため、コンテ

ンツの契約慣行・流通慣行の是正、ドメイン名利用の適正化や特許、著作権等の

知的財産権に関する制度整備などについて､必要な措置を講ずる。 

 

ア）コンテンツの契約慣行・流通慣行の是正等 

 

良質なコンテンツのインターネット上での提供の増大を図るため、既存の契約

慣行・流通慣行を見直し、IT 社会に適応した形態へ是正するための方策を講ずる。 

 

ⅰ）2001 年度中に、コンテンツ取引やクリエイターに対する報酬等に関する現状

と問題点を整理した上で、コンテンツ市場における競争政策のあり方を検討す

るとともに、コンテンツに関する標準契約書案の策定など製作・流通等に係る

ルールの確立のための方策を講ずる。また､2002 年度中に、複製防止技術等の

確立のための環境整備を行う。（経済産業省） 
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ⅱ）2001 年度中に、映像デジタルコンテンツのネットワーク流通を円滑化するた

め､コンテンツ課金等を確保する取引ルールの整備と流通システムの構築のた

めの方策を講ずる。（総務省） 

 

イ）独占禁止法上の考え方の明確化（公正取引委員会） 

 

知的財産に関連する独占禁止法上の考え方については、1999 年 7 月に「特許・

ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」を発出したところである

が、さらにソフトウェアライセンス契約等についても、競争政策の観点から実態

を把握し、2001 年度末を目途に独占禁止法上の考え方の明確化を図る。 

 

ウ）ドメイン名6利用の適正化（総務省､経済産業省） 

 

ドメイン名の価値の高まりとともに、ドメイン名が実質的な審査なく先着順に

取得できることから、ドメイン名と商標等の抵触を巡る紛争が増加し、電子商取

引等の阻害や国際問題になっている。したがって、ドメイン名利用の適正化につ

いて、国際的な動向も踏まえつつ必要な措置を講ずる。 

 

ⅰ）2001 年中に、商標等と同一又は類似のドメイン名の不正取得等の防止を図る

ため「不正競争防止法の一部を改正する法律案」を国会に提出するなど、ドメ

イン名利用の適正化を図るための所要の制度整備を行う。 

 

ⅱ）2001 年中に、ドメイン名に係る国際ルールによる裁判外紛争処理手続におい

て、日本人同士の紛争を日本語で処理可能にするとともに、内外の新設ドメイ

ンについて優先登録期間を導入する等紛争処理の円滑化・紛争予防に係る方策

を講ずる。 

 

エ）特許法の見直し（経済産業省） 

 

2001 年度中に、インターネット上で取引されるコンピュータソフトウェアの保

護の明確化等インターネット上での知的財産保護についての検討を行い、特許法

の見直しなど、所要の制度整備に取り組む。 

 

 

 

                                                 
6 ドメイン名：ドメイン名は、インターネットにおいて通信の相手方の特定を行うための、いわばインターネッ
トに接続されたコンピュータの「住所」である。 
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オ）著作権制度の充実（文部科学省） 

 

2002 年度中に、高度情報通信ネットワークの急速な普及に対応し、著作物等の

インターネット上での適正かつ公正な利用を確保するため、著作権制度上の当面

の課題について検討を行い、所要の制度整備を行う。 

 

④ 消費者保護 

 

電子商取引の促進に当たっては、消費者トラブルを防止する措置を講ずるとと

もに、トラブルが発生した場合の紛争処理手続を整備するなど、消費者が安心し

て電子商取引を利用することができる環境を整備することが重要である。 

 

ア）個人情報保護 

 

 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人情報の保護を図り、国民が高度情報通

信ネットワークを安心して利用できるための仕組みを整備する。 

 

ⅰ）個人情報の保護に関する基本法制の整備 

  2001 年中に、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するこ

とを目的とし、個人情報の適正な取扱いに関し基本となる原則を定めるととも

に、個人情報データベース等を事業の用に供している一定の事業者が遵守する

べき義務、政府が講ずべき措置等に関する基本事項を内容とする「個人情報の

保護に関する法律案」を国会に提出するなど、所要の制度整備を行う。（内閣

官房） 

 

ⅱ）電気通信分野その他の個別分野における個人情報の保護個別法等の整備 

  「個人情報の保護に関する法律案」に基づき、電気通信分野における個人情

報保護に関する個別法案を 2002 年度までに国会に提出するなど、個別分野に

おける個人情報の保護のために必要な措置を講ずる。（総務省及び関係府省） 

 

イ）消費者に対する情報提供等 

 

電子商取引の発展のためには、消費者の保護を図ることによって、消費者が安

心して IT を活用できる環境を整備することが不可欠である。 

そのため、電子商取引の分野においては、民間団体等による自主的な対応が重

要であるが、政府においても、電子商取引においての消費者トラブルの増加に対

応するため、消費者保護に関するルールを整備するとともに、消費者が、自己責

任のもとで、自らトラブルを回避できるよう、消費者に対する情報提供や啓発活
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動を行う。 

 

ⅰ）インターネット通販におけるトラブル増加に対応するため、「特定商取引に

関する法律」において、従前からの広告表示規制に加え、申込みに係る分かり

やすい画面表示の義務付けの規定を新設したところであり、これらのインター

ネット通販に係る規制に関連するルール整備を 2001 年に行うとともに、これ

を適切に執行する等のため、2001 年度から、インターネットサーフデイ7を拡

充し、常時モニタリングを行う。（経済産業省及び関係府省） 

 

ⅱ）2001 年度までに、電子商取引等でのトラブルに対応するため、高齢者等を対

象とした消費者相談会を各都道府県で平均 40 回を目標に実施するほか、18 万

人を対象として、全国の消費生活センターにおいて消費者が IT 機器を利用し

て消費生活を向上させるための講習会等を実施する。（内閣府） 

 

ⅲ）対消費者電子商取引（BtoC）において行われる不当表示の問題について有効

な規制を行うため、2001 年度以降、監視体制を構築していく。（公正取引委員

会） 

 

ウ）ADR の整備 

 

電子商取引において、紛争が生じた場合に、多様な紛争処理の仕組みから消費

者が最も使いやすいものを選択できるようにしておくことにより、消費者の信頼

を醸成することが重要である。 

そのため、IT 時代の専門性の高い紛争や国際的な消費者紛争の増加に対応して、

消費者の負担を小さくする観点から、簡便で多様な ADR の整備に向けての環境整

備を行う。 

 

ⅰ）2001 年中に、既存の相談機関の紛争処理能力向上及び ADR 機関相互のネット

ワーク化を図り、消費者へのワンストップサービスの実現を目指すとともに、

トラストマーク制度8における市場メカニズムを利用した、BtoC 電子商取引の

ための新たな ADR スキームの構築を行う。（経済産業省及び関係府省） 

 

                                                 
7 インターネットサーフデイ：インターネットを利用した通信販売等について、特定商取引に関する法律等に規

定する広告表示義務、誇大広告の禁止等が遵守されているか否かを点検し、法令違反の疑いのある事業者に対
し法令遵守を促すことにより消費者取引の適正化、消費者利益の保護、インターネット取引に係るルールの啓

発を行うもの。 
8 トラストマーク制度：消費者が信頼できるネット通販事業者を選択する際に役立つよう、消費者保護の観点か

ら、社団法人日本通信販売協会と日本商工会議所が共同で実施主体となり、一定の基準に適合した事業者に対
しマークを付与する制度。2000 年 6 月から運営が開始され、2001 年 2 月末現在、約 450 社がマークを取得。 
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ⅱ）司法制度改革審議会において 2001 年 7 月までに取りまとめられる最終意見

及び UNCITRAL において行われている ADR 法制の見直し作業を踏まえ、2001 年

から、仲裁や調停を含む ADR の拡充・活性化のための基盤整備や ADR と裁判手

続との連携強化の方策等についての検討を開始する。（法務省及び関係府省） 

 

⑤ その他 

 

 我が国経済の競争力の要となる中小企業において､IT 活用に対する経営者の意

識の向上､IT 活用に必要な経営資源の確保等のための取組を積極的に講ずる。 

 また、国際整合性ある IT 社会を形成するとともに、グローバルな電子商取引

促進のための施策を講ずる。 

 

ア）中小企業を対象とした IT 共通基盤整備（経済産業省） 

 

中小企業にとって、IT 革命への対応は、インターネットを通じた取引関係の拡

大等新たな可能性を提供するものである。IT 革命への対応の中でも、日本経済の

基盤をなす中小企業が IT を積極的に活用し、事業の効率化や収益の拡大につな

げていくことは、産業新生のために極めて重要である。2003 年度中に、中小企業

のおおむね半数程度がインターネットを活用した電子商取引等を実施できるこ

とを目標とし、ものづくりと商業の分野における共通基盤の整備、IT 経営に必要

な経営資源の確保等の施策を総合的に講ずる。 

このため 2003 年度末までに、中小企業の規模や業種・業態の違いによる IT 化

の進展度合い等に応じて、きめ細かな支援を行う。具体的には研修・セミナーの

実施やアドバイザーの育成・派遣とともに、中小企業のネットワーク形成等に向

け、標準的なソフトウェアやシステムの開発・普及など共通基盤の整備を図る。

併せて、多様な中小企業の経営に適した IT 導入を円滑に進めるに際し、各種情

報提供事業を充実させるとともに、中小企業に不足しがちな経営資源を補完する

ための IT 貸付等の支援を実施する。 

 

イ）IC カード9の利用環境の整備（経済産業省） 

 

ICカードを用いた安全な電子商取引の実証事業等を行い、2003年度までに汎用

的なシステムモデルを提示する。 

また、ISO における IC カードの国際規格の策定に参画し、2003 年度までにカ

ードの電磁的性状等に関する国際規格の成立を目指すとともに、日本企業と海外

の企業との間の交流・協力を促進し、セキュアな IC カードシステムの標準的な

                                                 
9 IC カード：情報の記憶媒体として IC（集積回路）を組み込んだクレジットカード大のカード。 
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モデルの構築を 2003 年度を目途に国際的に進める。 

 

ウ）国際的な環境整備 

 

国境を容易に越える電子商取引の特性に鑑み、我が国と経済社会的に密接な関

係にある諸国家・地域との間で電子商取引に関する制度調和を構築し、国際整合

性のある IT 社会を形成する。 

 

ⅰ）2001 年中に合意を目指している日・シンガポール新時代経済連携協定におい

て IT に関する二国間の制度の調和を目的として諸事項を盛り込む。（外務省、

総務省、経済産業省） 

 

ⅱ）貿易関連手続の電子化・ワンストップ化を図るため、2001 年度を目途に、我

が国で開発された貿易金融 EDI10システムとアジア各地域の税関等の政府手続

用システムとの連携を促進する。（経済産業省） 

 

ⅲ）グローバルな電子商取引等の促進のためには、国際的な電子署名・認証基盤

の整備が不可欠であることから、2003 年までに、認証業務の認定について、国

際的な相互承認を推進する。（総務省､法務省､経済産業省） 

 

                                                 
10 貿易金融 EDI：荷主、運輸、金融機関その他の企業間の貿易関連手続き（貨物の権利の移転に伴う手続き、運

送契約、保険契約等）の用に供する文書（船荷証券、インボイス等）の情報を電子化し、インターネットによ
り伝送するためのシステム。 


